
そうです。片町踏切は主要地方道である大山街道の踏切というこ
とで、立体交差化の計画が早くに作られていたのです。踏切の立体

交差化が行われれば、当然踏切はなくなりますので、踏切の改良工事を事前に行うと、二重投
資となってしまいます。そして、立体交差化の計画がありながらも、工事がズルズルと遅れて
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いたため、結局、踏切の改良工事にも手が付けられなかっ
たのです。

（事務局）
中途半端な状態が続いていたのですね。

（堀添）
はい。これがやっと整理され、片町踏切の立体交差化の

工事がいよいよ平成26年度までに着手されることが決定し

ました。この立体交差化の工事によって、線路の下に車道
と歩道を通すことになります。もちろん簡単な工事ではあ
りませんが、これで栄橋から区役所前通りまでの間が整備
されますので、歩行者の安全が確保されるだけでなく、溝
口駅周辺の道路混雑緩和にも一定の効果が見込めるのでは
ないかと思います。

（事務局）
ありがとうございました。

（事務局）
南武線武蔵溝ノ口駅のすぐ西側にある片町踏切は、いつ見ても危

険ですね。朝夕のラッシュ時には、道路部分にも人がはみ出すよう
に渡っていてヒヤヒヤします。

（堀添）
この踏切の改良については、かなり以前から、地元選出の議員団

でもＪＲや市に働きかけを行ってきました。ここの一番の問題は、
踏切部分に歩道が確保されていないため、歩行者が線路を渡るとき
には車道にはみ出してしまうことです。

（事務局）
踏切の遮断機を歩道幅だけでも下げれば、歩道が確保できるよう

に思いますが、それは難しいのですか？

（堀添）
そうですね。踏切のすぐ脇にはポイントがあることから、難易度

の高い工事となってしまい、かなりの額の費用が必要になります。
もちろん、費用がかかったとしても、安全のために行うべき工事だ
と私も思いますが、実はここでもう一つ別の問題があったのです。

（事務局）
片町踏切の立体交差化の件ですね。

（堀添）

溝口駅片町踏切が改良されます!
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いまだ厳しい 東日本大震災の被災地
前川崎市議会議員

３月１１日の東日本大震災から半年が経過しましたが、被災地はいまだに
厳しい状況が続いています。先月、太平洋沿岸部を訪れたところ、瓦礫は撤
去されていたものの、復旧・復興にはまだまだ時間がかかることを実感しま
した。地震などの大規模災害が起きると、消防や行政などの支援が始まるま

でには時間がかかります。今回の震災でも、
概ね被災後一週間は、地域の中で問題に対
処しなければならない状況でした。

たとえば、だれが被災し救援が必要なの
かという基本的な情報でさえ、地域コミュ
ニティの方々が一軒一軒歩いて確認しなけ
れば、わからなかったのです。

改めて、日ごろからの地域コミュニティ
の大切さを痛感いたしました。

中央の建物の向こう側で海面から顔を出しているのが旧海岸線の松並木。手前は鉄
道の跡で駅舎は跡形もなく無くなったまま。

川崎市における放射線測定結果

浄水場：川崎市内の４か所の浄水場では、毎日放射能測定を行っており、
４月２２日以降、放射性ヨウ素、放射性セシウムとも検出されて
いません。

大 気：公害研究所（川崎区）、麻生大気測定局で、放射線量実態調査を
毎月行っており、地上５ｃｍ、５０ｃｍ、１００ｃｍとも自然界
の放射線レベルの範囲内です。（１０月は６日、７日に実施）

市内農産物：果菜類（トマト、きゅうり）、根菜類（さつまいも、大根、
玉葱）、果実（梅、梨、柿）の出荷前チェックでは、５月に梅（
セシウム：２９．５ベクレル）、１０月に柿（セシウム：４．５
ベクレル）から検出された以外は、検出されていません。
（食品衛生法上の暫定基準値は５００ベクレル／Kg以下）

農用地土壌：多摩区の畑（露地）で９月に県が実施した土壌調査では、
１２７ベクレル／Kgのセシウムが検出されました。
（食品衛生法に基づく上限値は５，０００ベクレル／Kg）


